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平成２１年度地域経営推進事業 募集要領 

 

平成２１年６月２９日 

国土交通省国土計画局 

 

１．趣旨 

 全国で人口減少、高齢化が進展する中、地域活性化は喫緊の課題ですが、特

に地方の衰退は中心部から離れた周辺地域ほど激しく、人、土地、ムラの空洞

化が進んでいます。空洞化に伴い、従来集落が担っていた道路や水路等の管理

機能の低下など生活を支える機能が低下する一方、従来の発想を転換し、複数

の集落が協力し合って生活に必要なサービスを提供したり、地域資源を活用し

た新しいサービスや商品を生み出したりすることにより、地域の生活を維持し、

活性化を図っていこうとする動きも見られます。 

 他方、平成 20 年７月に決定された国土形成計画では、複数市町村の連携・

相互補完による都市機能の維持増進を図ることとしているほか、政府では、中

心市と周辺市町村が役割分担を行い生活に必要な機能を確保する「定住自立圏

構想」の実現を推進しています。広域的な生活圏域の形成のためには、中心市

だけでなく、周辺市町村が効果的かつ効率的に生活機能を提供する必要があり

ますが、人口減少・高齢化が進む中で周辺市町村における生活機能を維持する

ためには、中心集落が周辺の基礎集落と連携を深め、積極的に協力していくこ

とが重要になってきます。 

 このような状況を踏まえ、本事業は、地域の発意により、周辺市町村等の中

心集落に生活に必要な機能を集約化すること、あるいは、基礎集落と中心市を

つなぐ中継基地としての機能を強化することをモデル的に実施し、社会資本の

管理や整備の重点化、官民連携による社会的サービスの維持・強化、生活を豊

かにする新たなサービスの創出など、効果的・効率的な社会資本整備と一体と

なった地域づくりの推進を図ることを目的とします。 

 

２．事業内容 

 本事業においては、次の（１）又は（２）に該当する提案を募集します。 

 

（１）日常生活機能の集約による広域地方整備重点化モデル事業 

 広域的な生活圏域において、周辺部の中心集落が日常的な生活サービス提

供の重要な拠点となっていますが、高齢化の進展や人口流出に伴い、空き店

舗の増加など機能の低下が見られます。一方、既存施設が点在しており、特

に自動車の運転が困難な高齢者などにとって、利便性が低下してきています。 

 このような状況に対し、中心集落における空き店舗や遊休施設・スペース

を活用して新たな生活サービスの提供等を行い、併せて中心集落への交通手

段や中心集落内での移動手段の確保、高齢者等のための一時的な住宅の確保

等を行うことにより、地域における生活サービス水準を維持し、住民が安心

して生活できる環境を築くことができると考えています。 
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 本事業では、このような考え方に基づき、周辺市町村等において効果的・

効率的に生活サービスを提供するため、中心集落への生活機能（買い物、郵

便・金融、医療、文化・交流等）の集約化を図り、中心集落への交通手段の

確保等と組み合わせた実証調査を行うことにより、地域社会への効果や地域

の社会資本の利用状況の変化、社会的サービスの提供水準や利用状況の変化

等を検証します。 

 

（２）中心集落の中継機能強化による広域地方整備重点化モデル事業 

 広域的な生活圏域では、中心市に高度な都市機能が集中しており、周辺市

町村の住民は、これらの機能を利用するためには中心市まで出向いてサービ

スを享受する必要があります。高齢化の進展や人口の流出に伴い、中心市で

しかサービスを受けられない機能も増えてきており、特に中心市までの移動

が困難な地域や住民にとって、利便性が低下してきています。 

 このような状況に対し、住民が頻繁に、あるいは定期的に利用する機能に

ついては、身近な地元市町村の既存施設等において提供し、併せて当該施設

までの交通手段の確保、サービスを提供する人材の育成等を行うことにより、

住民の生活の安定や利便性の向上を図り、住民が安心して生活できる環境を

築くことができると考えています。 

 本事業では、このような考え方に基づき、周辺市町村において中心市の都

市機能を利用できるよう、中心市で提供されているサービスの一部を中心集

落で提供するなど中継機能（中心市の病院と集落の診療所の連携等）の強化

を図り、交通手段の確保等と組み合わせた実証調査を行うことにより、地域

社会への効果や地域の社会資本の利用状況の変化、社会的サービスの提供水

準や利用状況の変化等を検証します。 

 

３．募集提案に関する方針 

（１）応募主体 

 応募主体は、以下の団体とします。 

①市町村 

②地域協議会（市町村及び民間事業者等により構成されるもの。ただし、

市町村が代表になっているものに限ります。） 

 

（２）対象地域 

 広域的な生活圏域を構成する周辺市町村等の中心集落を対象とします。 

 

※広域的な生活圏域を構成する周辺市町村等について 

広域的な生活圏域を構成する市町村、または形成に向けた取組を行っ

ている市町村の中で、一定の人口規模を有し、周辺地域に都市機能が及

んでいる市町村を中心市、その周辺の市町村を周辺市町村とします。  

また、総務省が策定した定住自立圏構想推進要綱（平成 20 年 12 月 26

日総行応第 39 号）でいう定住自立圏の周辺市町村は対象とします。 

なお、平成 11 年度以降に合併している場合は、合併前の市町村のう
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ち人口が最大の市町村を中心市とし、その他の市町村は周辺市町村とし

ます。 

 

※中心集落について 

 原則として、市町村役場若しくは旧役場が立地している集落とします。 

 

（３）対象経費 

イ．本事業の１件あたりの委託金額は上限 1,500 万円です。 

  ただし、予算の範囲内で、提案頂いた内容のうち特に先導性の高いもの

や地域への効果が大きいもの等を優先的に実施するため、委託金額が応募

の金額から変動することがあります。（選定のプロセスについては、４．

（１）参照。） 

 

ロ．本事業の調査において、委託費で措置する経費は主に以下のようなもの

を想定しています。 

①事前調査に要する経費 

 例：実証調査を実施するに当たり必要となるデータの収集、専門家の意

見聴取等に要する経費など 

②実施計画策定等に要する経費 

 例：実施計画の策定、関係者間の調整のための会議等に要する経費など 

③実証調査実施に要する経費 

 例：実証調査で利用する空き店舗等の賃貸料、什器・情報通信機器等の

リース料、送迎バス等試行のための自動車のリース料、アルバイト

代、通信費、専門家の意見聴取等に要する経費など 

④実証調査の総括に要する経費 

 例：実証実験による交通量の変化や住民満足度の変化等に関する統計解

析、専門家の意見聴取、調査報告書の印刷等に要する経費など 

 

ハ．以下のような経費は委託費による措置の対象とはなりません。 

①応募団体により従来から行われている取組の単純な振替に当たる経費 

②国、都道府県により別途、補助金、委託費等が支給されている経費 

③市町村職員の人件費、旅費 

④恒久的な施設の設置、大規模な改修に係る費用 

 

（４）事業期間 

 原則として単年度で終了することとしますが、年度を超えて実施すべき特

別の理由がある場合には、２カ年で実施する事業内容の提案をすることがで

きます。ただし、契約は単年度ごとに行いますので、２年目も改めて応募し

ていただく必要があります。この場合、審査の結果、継続が認められない場

合もありますので予めご了承ください。 

 

（５）事業の成果 
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 委託調査の実施期間の終了日までに、事業報告書を提出して頂きます。な

お、報告書は国土交通省のホームページ等で公開します。 

 

４．選定に関する方針 

 本事業に応募された提案の選定にあたっては、以下の方針に従い行うものと

します。 

 

（１）選定プロセス 

 応募から提案の採択、事業の実施までのプロセスは以下の通りです。 

①提案の公募 

 国は、本募集要領により、公募を行います。（提出書類は５．参照） 

②提案の応募 

 応募主体は、期日までに指定された提出先へ提案を応募します。（応募

締切及び提出先は６．及び７．参照） 

③提案の選定 

 国は、（２）に定める評価方針に則り提案を評価するとともに、有識者

委員会の意見を踏まえた上で、優れていると認められるものを選定し、

採択します。この際、提案内容のうち一部のみを採択することがありま

す。また、評価の過程で、必要に応じ追加資料の請求やヒアリング等を

行うことがあります。追加資料の請求の際に指定した期日までに資料の

提出がない場合やヒアリングに応じることができない場合には評価の対

象とならない場合があります。 

④契約の締結 

 国は採択された提案について応募主体へ通知するとともに、国及び応

募主体の間において実施内容を精査した上で、本事業の調査委託契約を

締結します。 

 

（２）評価方針 

 本事業の選定にあたっては、以下の視点から評価を行います。 

イ．外形審査 

 審査書類について、募集の要件等を満たしているか外形的な確認を行い

ます。 

ロ．内容審査 

  応募内容について、特に以下の事項に留意し、評価します。 

①地域課題把握の的確性 

 人口減少、集落機能の低下等地域の現状を踏まえ、広域的な生活圏域

の発展や効率的な地域経営に向けた具体的な課題設定が行われている

こと。 

②地域社会における取組との整合性 

 応募市町村による地域の将来構想や中心市との連携状況、地域活性化

に向けた応募市町村の施策や NPO 等の活動状況など地域社会における

取組との整合性が取れていること。また、事業の実施に当たり、応募市
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町村と地域で活動している NPO 等との連携が図れるよう、十分な協力関

係が築かれていること。 

③先進性・チャレンジ性・モデル性 

 地域特性を十分に踏まえ、(i)地域の意欲を反映した目標が設定され、

地域の創意工夫による目標達成の基本方針が示されていること、(ii)

同様の課題を抱える地域の参考となる取組であり、波及的な効果が期待

できること。 

④中心集落機能強化等の実効性 

 社会経済的に見た地域における中心集落の位置づけ、中心集落等にお

ける諸機能の提供状況、地域の将来像に関する地域住民や周辺集落等の

意向など、地域の実情に即した提案内容となっており、実効性が高いと

考えられること。 

⑤取組の持続可能性 

 調査結果の活用方針等が明確であり、中心集落の機能強化や効率的な

地域経営の実現に向けた取組が持続的に実施されるような創意工夫が

されていること。 

 

５．提出書類 

   別紙（様式１）～（様式４）及び参考資料により提出して下さい。  

   なお、関連資料として、必要に応じ、地域の現状や既存の取組、創意工夫

の内容を補足する資料等を添付して下さい。 

 

６．募集期間及び応募締切 

（募集期間） 

平成２１年６月２９日（月）～平成２１年７月１７日（金） 

（応募締切） 

平成２１年７月１７日（金）１７：００ 

 

７．提出方法、提出先及び問い合わせ先 

 以下の宛先へ、指定部数を郵送にて提出して下さい。 

 （宛先・問い合わせ先） 

    〒１００－８９１８ 

    東京都千代田区霞ヶ関２－１－２ 

    国土交通省国土計画局広域地方整備政策課 地本・松石 

      電話：03-5253-8111（内線 29-433） 

      FAX： 03-5253-1571 

      E-Mail： g_NRB_KTS@mlit.go.jp 

 （提出部数） 

  様式１～４    ： 正本１部、副本５部 

  参考資料１～２  ： 正本１部、副本５部 

  任意の添付資料  ： １部 

  返信用封筒（通知用）： １枚（切手貼付、返信先記入のこと） 
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 また、様式１～４及び参考資料２の電子ファイルを CD-R 若しくはフロ

ッピーディスクに保存し、同封して下さい。 

 

８．応募後の手続きとスケジュール（予定） 

 締め切り日までに、応募書類を提出して下さい。 

 その後、４．の方針に従って選定作業を行います。採択の結果は、８月下旬

頃、文書にて通知致します。 

 

９．平成２１年度以降の評価等 

 本事業は、モデル的な取組を選定するものであるため、事業終了時の報告に

加え、必要に応じ、その後の取組についてフォローアップ調査を行い、地域へ

の波及的な効果等に関する事業の事後的な評価を実施します。 

 評価等の内容は、国土交通省のホームページ等で紹介させていただき、全国

の広域的な生活圏域の形成に取り組んでいる市町村等に対するモデル的な事

例として活用させていただきます。  

 

１０．提出していただいた書類等について 

 提出していただいた書類等については、国土交通省のホームページや配付資

料等として公開させていただく場合があります。 

 なお、書類等の返却はいたしませんので、ご留意下さい。 

 

１１．その他 

 その他、必要に応じて国が行う本事業に関する調査については、最大限の協

力を行っていただきますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

以 上 


